
請
し
た
が
、

国
庫
欠
乏
を
理
由
に

十
分
容
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。

そ
の

足
元
を
見
透
か
し

た
よ
う
に
、

海
軍
省
は
五

年
四
月
軍
事
上
交
通
上
の

立
場
か
ら
同
所
の

移
管
を
強
く
訴

え
、

も
し
裁
可
さ
れ
な
け
れ
ば
石
川
島
に

横
須
賀
造
船
所
と
同
程
度
の

新
造
船
所
を
建

設
す
る
予
定
な
の

で
、

毎
年
三

〇
万
円
ず
つ

七
か
年
間
の

交
付
を
希
望
し
た
。

移
管
が

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、

石
川
島
へ

大
造
船
所
を
新
設
す
る
こ

と
も
辞
さ
な
い

と
い

う
海

軍
省
の

強
硬
な
態
度
に

押
さ
れ
て
、

重
複
投
資
の

無
駄
を
避
け
る
た
め
に

も
横
須
賀
造

船
所
は
海
軍
省
が
望
ん
で
は
い

な
か
っ

た
横
浜
製
作
所
と
と
も
に
、

同
年
十
月
八
日
、

海
軍
省
へ

移
管
さ
れ
、

両
所
と
も
主
船
寮
の

所
轄
に
な
っ

た
（
石
塚
裕
道
『
日

本
資
本
主

義
成
立
史
研
究
』）。

横
須
賀
造
船
所
は
製
鉄
所
時
代
か
ら

採
鉱
機
械
を
製
作
し
て

生
野

鉱
山
へ

提
供
し
た
り
、

富
岡
製
糸
場
の

建
築
に
フ

ラ
ン

ス

人
技
師
を
派
遣
し
て

協
力
す

る
な
ど
、

雇
用
フ

ラ
ン

ス

人
と
輸
入
機
械
を
利
用
し
て

技
術
セ

ン

タ
ー
の

機
能
を
果
た

し
、

造
船
部
門
以
外
の

産
業
分
野
に

も
活
用
さ
れ
、

「
百
工
勧
奨
」
を
め
ざ
し
た
工

部

省
の

殖
産
興
業
政
策
を
支
え
る
最
大
の

総
合
工

場
で

あ
っ

た
が
、

軍
部
の

強
圧
に

よ
っ

て

早
く
も
そ
の

よ
う
な
役
割
は
崩
さ
れ
、

海
軍
工

廠
と
し
て
の

性
格
が
明
確
に

な
っ

た

の

で

あ
る
。

海
軍
省
は
、

軍
艦
の

建
造
を
横
須
賀
造
船
所
の

使
命
と
考
え
、

自
分
の

縄
張
り
に

移

し
た
の

で

あ
る
が
、

創
業
以
来
首
長
の

地
位
に

あ
る
ウ
ェ

ル

ニ

ー
、

副
首
長
チ
ボ
デ
ィ

横須賀造船所（明治4年） 徳川黎明会蔵
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エ

に

経
営
を
委
任
し
、

フ

ラ
ン

ス

側
に

指
導
権
を
握
ら
れ
て

き
た
実
績
が
あ
る
の

で
、

彼
等
の

意
向
を

尊
重
し

て
、

日
本
あ
る
い

は
外
国
を
問
わ

ず
、

い
っ

さ
い

の

艦
船
は
す
べ

て

申
込
順
に

修
理
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ

た
。

海
軍
省
が
軍
以
外
の

船
舶
の

修
理
や
建
造
を
止
め
て
、

軍
工
廠
本
来
の

機
能
を
回
復
す
る
に

は
、

フ

ラ

ン

ス

人
か
ら
実
権
を
回
収
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。

一

八
七
五
（
明
治
八

）
年
五
月
、

主
船
頭
肥
田
浜
五
郎
は
、

「
横
須

賀
造
船
所
処
務
規
定
」
を
改
正
し
、

首
長
の

権
限
を
技
術
面
に
の

み
限
定
し
、

日

本
人
の

長
官
は
技
術
以
外
の

会
計
・

庶
務
一

切
を
掌
握
し
た
。

さ
ら

に

海
軍
省
は
邪
魔
に

な
っ

て

き
た
ウ
ェ

ル

ニ

ー
ら
の

解
職
を
求
め
、

外
務
卿
寺
島
宗
則
を
介
し
フ

ラ
ン

ス

公
使
と
交
渉
し
た
の

で
、

ウ
ェ

ル

ニ

ー
ら

も
つ

い

に

十
二

月
三

十
一

日

付
を
も
っ

て

解
雇
を
受
諾
す
る
に

至
っ

た
。

一

八
七
六
年
一

月
か
ら
横
須
賀
造
船
所
の

首
長
に

海
軍
少
将
赤
松
則
良
が

任
じ
、

ウ
ェ

ル

ニ

ー
か
ら
事
務
を
引
継
ぎ
、

日

本
人
が
経
営
の

す
べ

て

を
掌
握
し
た
の

で

あ
る
。

彼
等
の

解
雇
に
よ
り
首
長
年
俸
一

万
ド
ル
、

副
首

長
七
二

〇
〇
ド
ル
、

医
師
五
〇
〇
〇
ド
ル

と
い

う
高
給
を
節
減
で

き
た
こ

と
も
見
逃
せ
な
い

（『
横
須
賀
海
軍
船
廠
史
』
第
二

巻
）。

ウ
ェ

ル

ニ

ー
は
、

一

八
七
六
年
三

月
十
三

日
、

横
浜
港
を
出
帆
し
帰
国
し
た
（『
資
料
編

』17

近
代
・

現
代
（7）
一

二
三

）。

そ
の

他
の
フ

ラ
ン

ス

人
技
師
や
労
務
者
も
一

八
七

七
年
中
に

全
員
帰
国
し
た
。

海
軍
省
は
、

こ

う
し
て
フ

ラ
ン

ス

人
の

指
導
力

を

排
除
し
、

以
後
艦
船
の

造
修
を
主
体
的
に

行
う
体
制
を
つ

く
っ

た

が
、

民
間
造
船
業
が
未
発
達
な
当
時
で

は
、

内
国
船
や
外
国
艦
船
の

修
理
作
業
を
一

挙
に

打
ち
切
る
こ

と
は
で

き
な
い

事
情
を
考
慮
し
て
、

以
後
も

内
外
船
舶
の

修
理
を
継
続
し
た
。

軍
以
外
の

修
理
を
廃
止
す
る
の

は
、

一

八
九
九
（
明
治
三

十
二

）
年
以
降
で

あ
り
、

そ
れ
ま
で

は
民
間
造
船
業
の

修

理
能
力
の

不
足
を
補
っ

た
の

で

あ
る
。

一

八
七
六
年
六
月
、

横
須
賀
造
船
所
で

最
初
の

軍
艦
清
輝
（
八
九
七
ト
ン
、

七
二

〇
馬
力

）
が

竣
工
、

一

八
七
七
年
二

月
二

等
砲
艦
磐
城（
七
八
〇
ト

ン
、

五
九
〇
馬
力
）
が
竣
工

し
た
。

い

ず
れ
も
木
製
三

本
マ

ス

ト

船
で

あ
る
。

軍
艦
迅
鯨
（
一

四
六
四
ト
ン
、

三
五
〇
馬
力
）
は
、

一

八
七
三

年
起
工
さ

れ
、

一

八
七
六
年
九
月
進
水
し
た
。

当
時
で

は
最
大
の

木
製
二

本
マ

ス

ト

艦
で

あ
っ

た
が
、

試
運
転
中
、

ク
ラ
ン

ク
・

シ

ャ

フ

ト
に

故
障
を
生
じ
た

際
、

海
軍
省
は
同
省
雇
の

イ
ギ
リ
ス

人
技
師
の

意
見
に

し
た
が
い

改
造
し
、

一

八
八
一

年
八
月
完
工

し
た
。

海
軍
の

軍
制
が
イ
ギ
リ
ス

方
式
に

準
拠
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す
る
大
勢
に

応
じ
て
、

造
船
の

分
野
に
も
イ
ギ
リ
ス

技
術
を
導
入
す
る
よ
う
に

な
っ

た
。

一

八
八
三

年
六
月
、

イ
ギ
リ
ス

の
ペ

ン

プ
ロ

ー
ク
造
船
所

か
ら
二

名
の

技
師
を
三

年
契
約
で

招
き
、

鉄
艦
お
よ
び
甲
鉄
艦
の

建
造
に

従
事
さ
せ
、

一

八
八
四
年
二

月
に

は
伊
豆
の

天
城
山
の

艦
材
伐
採
を
中
止

し
、

以
後
木
製
艦
船
の

建
造
を
取
り
止
め
た
の

で

あ
る
（『
横
須
賀
海
軍
船
廠
史
』
第
二

巻
）。

横
須
賀
造
船
所
は
、

製
鉄
・

製
鋼
事
業
研
究
の

た
め
、

一

八
八
五

年
九
月
工

夫
庄
司
藤
三

郎
・

加
藤
栄
吉
・

豊
田
磯
吉
の

三

名
を
ド
イ
ツ

の

ク
ル

ッ

プ
社
へ

派
遣
し
た
が
、

ク
ル

ッ

プ
社
は
そ
の

指
導
を
拒
否
し
た
の

で
、

フ

ラ
ン

ス

の

ク
ル

ゾ
ー

社
へ

転
じ
て

出
向
さ
せ
、

さ
ら
に

翌
年
十
一

月
工

夫
長
豊
田
銀
次
郎
を
同
社
へ

鋳
造
研
究
に
二

年
留
学
さ
せ
た
（『
資
料
編

』17

近
代
・

現
代
（7）
一

二
五

）。

横
須
賀
造
船
所
が
フ

ラ
ン

ス

か
ら
う
け
る
影
響

は
、

弱
ま
っ

た
と
は
い

え
残
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

一

八
八
四
年
六
月
、

東
洋
最
大
の

第
二

船
渠
（
一

八
八
〇
年
起
工
、

全
長
一

五
六
・

五
㍍
、

渠
口

幅
二

九
㍍
、

内
部
幅
三
二

㍍
、

深
さ
一

一

・

六
㍍
）
が
完

成
し
た
。

同
年
十
月
か
ら
鉄
船
機
械
場
（
約
二
一

ア

ー
ル

）
が
起
工
さ
れ
、

錬
鉄
・

鋳
造
・

旋
盤
・

製
缶
・

組
立
諸
工
場
の

拡
張
や
整
備
が
み
ら
れ
、

木
造
艦
か
ら
鉄
骨
木
皮
艦
、

さ
ら
に
は
鉄
製
艦
、

全
鋼
艦
へ

と
世
界
の

急
速
な
造
艦
技
術
の

進
歩
に

即
応
し
て
い

た
。

同
年
十
二

月
、

横
須
賀
鎮
守

府
が
設
立
さ
れ
る
と
と
も
に
、

横
須
賀
造
船
所
は
同
鎮
守
府
に

所
属
し
、

「
造
船
所
条
令
」（
同
年
十
二

月
十
五
日
制
定
）
に
よ
る
海
軍
造

船

所
と

な

り
、

海
軍
艦
船
汽
機
の

製
造
修
理
・

艦
船
の

艤
装
を
目
的
と
す
る
（
第
一

条
）
こ

と
を
明
ら
か
に

し
た
（『
横
須
賀
海
軍
船
廠
史
』
第
二

巻
）。

十
二

月
二

十
四
日
、

海
軍
省
か
ら
鋼
鉄
鉄
皮
の

砲
艦
愛
宕
（
六
二
一

ト
ン

）
の

建
造
命
令
を
う
け
、

一

八
八
七
年
六
月
無
事
進
水
式
を
行
っ

た
。

そ
の

他
海
防
水

雷
艇
や
補
助
艦
艇
を
多
く
建
造
し
、

一

八
八
三

年
度
か
ら
始
ま
る
第
一

期
海
軍
拡
張
計
画
の

有
力
な
一

翼
を
担
っ

た
の

で

あ
る
。

一

八
八
六
年
二

月
横
須
賀
海
軍
造
船
所
の

制
定
お
よ
び
同
年
五

月
横
須
賀
造
船
所
官
制
の

公
布
に
よ
り
、

ほ
ぼ
機
構
が
確
立
し
た
（『
資
料
編
』17

近
代
・

現
代
（7）
一

二
四

）。
建
造
能
力
も
上
昇
し
、

一

八
八
八
年
に
は
海
防
艦
橋
立（
鋼
製
、

四
二

七
七
ト
ン

）
を
起
工
し
、

六
か
年
か
か
り
な
が
ら
も
完
工

し
、

一

八
九
〇
年
三

月
に
三

等
巡
洋
艦
秋
津
洲
（
鋼
製
、

三
一

八
九
ト
ン

）
を
起
工
、

一

八
九
四
年
三

月
完
成
す
る
ま
で

に

至
っ

た

（『
横
須
賀
海
軍
船
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廠
史
』
第
三

巻
）。

し
か
し
、

こ

れ
ら
の

大
型
艦
の

建
造
期
間
が
き
わ
め
て

長
い

こ

と
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、

国
防
の

急
場
に

は
間
に

合
わ
な
い

の

で
、

わ
が
海
軍
の

必
要
艦
艇
の

大
半

は
欧
米
諸
国
か
ら
の

輸
入
に

依
存
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ

た
し
、

重
巡
洋
艦
や
戦
艦
な
ど
の

建

造
に
は
、

な
お
し
ば
ら
く
手
が
届
か
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

横

浜

製

鉄

所
の

経

営

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
十
月
、

横
浜
製
作
所（
同
年
四
月
製
鉄
所
よ
り
改
称
）

は
、

海
軍
省
の

所
管
に

移
さ
れ
る
と
と
も
に

横
浜
製
造
所
と
改
称
し
た
。

横
須
賀
造
船
所
建
設
の

補
助
と
し
て

設
け
ら
れ
た
同
所
は
、

横
須
賀
が
整
備
さ
れ
れ
ば
そ
の

存
在
理
由
を
失
う
こ

と
に

な
る
し
、

ま
た
、

海
軍
省
が
初
め
か
ら
同
所
の

移
管
を
望
ん
で
い

な

か
っ

た
経
過
も
あ
り
、

艦
船
の

造
修
工

場
と
し
て

発
展
す
る
機
会
に

は
恵
ま
れ
て

い

な
か
っ

た
。

一

八
七
三

年
十
二

月
五
日
、

海
軍
省
は
横
浜
製
造
所
を
手
離
し
大
蔵
省
駅
逓
寮
へ

転
属

し
た
。

海
軍
省
主
船
寮
頭
肥
田
浜
五

郎
は
、

同
月
七
日
、

同
所
が
多
年
横
須
賀
造
船
所
と
一

体

に

な
っ

た
親
密
な
関
係
に
あ
る
の

で
、

た
と
え
所
轄
省
を
異
に

し
て

も
従
前
通
り
ウ
ェ

ル

ニ

ー
の

指
揮
監
督
を
う
け
る
べ

き
こ

と
を

駅
逓
寮
に

通
告
し
た
（『
横
須
賀
造
船
史
』）。

同
時
に

製
造
所
で

雇
い

入
れ
て
い

た
フ

ラ
ン

ス

人
ダ
ル

ビ

ェ

ー

以
下
六
名
も

同
省
へ

転
じ
（『
資
料

編
』17

近
代
・

現
代
（7）
一

三
五

）、

横
須
賀
造
船
所
と

石
川
島
修
船
所
の

嘱
託
品
製
造
を
継
続
し

た
が
、

横
浜
製
造
所
は
す
ぐ
に

郵
便
蒸
気
船
会
社
へ

船
舶
修
繕
の

た
め
貸
し
渡
さ
れ
た
の

に

伴
い
、

同
会
社
へ

移
っ

た
の

で

あ
る
。

図2－6　横浜製鉄所跡の現在図
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と
こ

ろ
が
郵
便
蒸
気
船
会
社
は
、

た
ち
ま
ち
破
綻
し
閉
鎖
し
た
の

で

横
浜
製
造
所
は
駅
逓
寮
へ

返
還
さ
れ
た
。

一

八
七
四
年
一

月
、

同
寮
が
内
務
省
へ

転
属
さ
れ
る
と
と
も
に

同

省
へ

移
管
さ

れ
、

一

八
七
五

年
八
月
か
ら
横
浜
製
鉄
所
と
旧
称
に

復
し
、

郵
便
汽
船
三

菱
会
社
へ

貸
し
渡
さ
れ

た
。

横
浜
の

士
族
高
島
嘉
右
衛
門
が
、

長
崎
県
の

炭
坑
経
営
者
の

大
浦
慶
・

杉
山
徳
三

郎
と
組
ん

で

横
浜
製
鉄
所
の

貸
与
を
希
望
し
た
。

三

菱
会
社
も
積
極
的
に

利
用
す
る
意
向
が
な
く
、

高
島
ら

へ

の

貸
与
を
承
諾
し
た
の

で
、

内
務
省
は
同
年
十
一

月
よ
り
雇
入
フ

ラ
ン

ス

人
と
と
も
に

同
所
を

五

年
間
貸
し
下
げ
た
（『
資
料
編
』17

近
代
・

現
代
（7）
一

三
六

）。

高
島
嘉
右
衛
門
は
、

横
浜
製
鉄
所
の

経
営
か
ら
ま
も
な
く
脱
落
し
、

一

八
七
六
年
五

月
長
崎
県

人
の

平
野
富
二

（
石
川
島
造
船
所
の

創
立
者
）
と
神
代
直
宝
が
新
た
に

参
加
し
た
。

長
崎
県
人
の

共

同
経
営
は
期
待
し
た
ほ
ど
う
ま
く
い

か
ず
、

諸
機
械
製
造
の

営
業
資
本
に

も
不
足
を
き
た
し
、

借

用
期
限
の

満
了
を
待
た
ず
に
一

八
七
八
年
八
月
横
浜
製
鉄
所
を
内
務
省
へ

返
還
し
て

し
ま
っ

た
。

内
務
省
も
同
所
の

処
理
に

困
り
、

十
月
に

古
巣
の

海
軍
省
へ

移
管
し
た

（『
資
料
編
』17

近
代
・

現

代
（

7

）
一

三
七

）。

翌
年
に
な
る
と
、

今
度
は
平
野
が
後
述
の

よ
う
に

単
独
で

貸
下
げ
を
う
け
る
と
い

う

や
や
こ

し
い

経
過
を
た
ど
る
の

で

あ
る
。

横
浜
製
鉄
所
は
、

現
在
の

国
電
石
川
町
駅
に

近
接
し
た
一

角
に

あ
り
、

中
村
川
と
大
岡
川
の

交
差
し
た
三

角
地
に

設
け
ら
れ
た
。

現
在
図
と
配
置

図
を
示
す
と
図
二

－

六
お
よ
び
二

－

七
の

と
お
り
で

あ
る
。

図2－7　横浜製鉄所配置図 『石川島重工業株式会社108年史』より
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浦
賀
お
よ
び
石
川

島
造
船
所
の

動
向

横
須
賀
・

横
浜
両
製
鉄
所
と
な
ら
ん
で

幕
府
が
創
立
し
た
浦
賀
造
船
所
は
、

咸
臨
丸
の

修
理
が
行
わ
れ
た
ほ
か
は
、

あ
ま
り

活
用
も
さ
れ
ず
、

明
治
新
政
府
が
接
収
後
も
造
船
所
と
し
て

は
再
生
し
な
か
っ

た
。

明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
海
軍
省
の

出

張
所
が
置
か
れ
、

一

八
七
五
年
浦
賀
水
兵
屯
集
所
が
設
け
ら
れ
、

の

ち
浦
賀
屯
営
と
改
称
さ
れ
た
。

一

八
八
九
年
横
須
賀
海
兵
団
が
設
置
さ
れ
る
と

浦
賀
屯
営
は
撤
去
さ
れ
た
。

京
浜
地
方
の

実
業
家
が
た
び
た
び
造
船
所
跡
の

払
下
げ
運
動
を
試
み
た
が
、

海
軍
省
は
認
可
せ

ず
、

よ
う
や
く
一

八
九

六
年
に
至
り
、

浦
賀
船
渠
会
社
が
成
立
し
た
（
浦
賀
船
渠
株
式
会
社
編
『
浦
賀
船
渠
六
十
年
史

』）。

水
戸
藩
の

設
立
し
た
石
川
島
造
船
所
は
維
新
後
、

新
政
府
に

接
収
さ
れ
た
兵
部
省
の

管
轄
に

入
り
、

小
艦
船
の

建
造
や

修
理
を
行
っ

た
。

明
治
五

年
二

月
海
軍
省
主
船
寮
の

管
理
下
に

移
り
、

同
年
十
月
三

十
日
、

工
場
群
は
船
台
、

ド
ッ

ク
な
ど
を
抱
え
る

石
川
島
修
船
所
と
そ
の

他
の

石
川
島
造

兵
所
へ

と
二

分
さ
れ
る
に
至
っ

た
。

石
川
島
修
船
所
は
、

名
称
に

ふ
さ
わ
し
い

艦
船
の

修
理
工

事
を
主
体
と
し
、

新
造
船
は
小
規
模
な
蒸
気
船
に

限

ら
れ
た
。

し
か
し
、

政
府
が
重
視
し
た
横
須
賀
造
船
所
が
充
実
し
て

く
る
と
、

艦
船
の

新
規
建
造
は
す
べ

て

横
須
賀
で

行
う
方
針
に

変
わ
り
、

や
が

て

は
修
理
工

事
さ
え
も
横
須
賀
へ

移
り
、

海
軍
の

木
製
練
習
帆
船
石
川（
二

五
三

ト
ン

）
が
一

八
七
六
年
七
月
完
成
す
る
と
、

八
月
三

十
一

日
主
船
寮

は
廃
止
さ
れ
、

そ
の

管
轄
下
の

石
川
島
修
船
所
も
閉
鎖
さ
れ
た
。

一

時
は
施
設
拡
張
の

夢
を
も
っ

て
い

た
石
川
島
造
船
所
も
、

横
須
賀
造
船
所
の

整

備
に

と
も
な
い
、

浦
賀
造
船
所
と
と
も
に
そ
の

歴
史
的
役
割
を
終
え
た
の

で

あ
る
（『
石
川
島
重
工
業
株
式
会
社
一

〇
八

年
史

』）。

民
営
石
川
島
造

船
所
の

創
立

石
川
島
修
船
所
に
近
い

築
地
二

丁
目
で

活
版
製
造
業
を
経
営
し
て

い

た
平
野
富
二

は
、

修
船
所
が
廃
止
さ
れ
る
ニ

ュ

ー
ス

を
い

ち
早
く
耳
に

入
れ
る
と
、

廃
止
の

二

か
月
余
り
前
の
一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
六
月
十
四
日
に

早
く
も
東
京
府
知
事
に
、

「
海
軍

省
付
属
石
川
島
ド
ッ

ク
拝
借
願
」
を
提
出
し
た
。

平
野
は
長
崎
出
身
で

幕
府
が
操
業
し
た
長
崎
製
鉄
所
の

機
関
方
を
勤
め
、

明
治
政
府
に

接
収
さ
れ
た
の

ち
も
小
菅
ド
ッ

ク
所
長
と
な
り
、

さ
ら
に

は
幕
府
が
完
成
し
な
か
っ

た
立
神
浦
修
船
所
の

ド
ッ

ク
を
開
鑿
す
る
な
ど
業
績
を
あ
げ
た
。

明
治
三

年
工
部
省
が
設
立
さ
れ
る
と
長
崎
製
鉄
所
と
小
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菅
・

立
神
両
ド
ッ

ク
は
長
崎
県
か
ら
同
省
へ

移
管
さ
れ
た
の

で
、

引
継
人
と
し
て

出
張
し
て

き
た
工
部
少
丞
山
尾
庸
三

に

事
務
引
継
ぎ
を
行
っ

た
の

ち
平
野
は
辞
職
し
た
。

明
治
四
年
、

鉛
活
字
を
製
造
し
活
版
印
刷
の

基
礎
を
つ

く
り
日
本
の

グ
ー

テ
ン

ベ

ル

ク
と
讃
え
ら
れ
た
本
木
昌
造
の

経
営
破

綻
の

あ
と
を
う
け
て
、

平
野
は
活
版
製
造
業
に

従
事
す
る
に
至
っ

た
。

明
治
五

年
に
上
京
し
て

事
業
を
拡
大
し
、

平
野
活
版
製
造
所
を
興
し
、

そ
の

う
え
前
述
の

よ
う
に

同
郷
人
と
組
ん
で
一

八
七
六
年
五

月
横
浜
製
鉄
所
の

借
用
に

も
加
わ
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

平
野
は
、

東
京
と
横
浜
の

両
者
を

総
合
的
に

運
営
し
て
、

造
船
業
を
経
営
し
よ
う
と
い

う
意
図
を
も
っ

て
い

る
。

平
野
の

拝
借
願
を
受
理
し
た
知
事
は
、

趣
旨
を
適
当
と
認
め
海
軍
省
へ

伝
達
し
た
。

と
き
の

工
部
卿
山
尾
庸
三
の

尽
力
も
あ
り
、

長
崎
時
代
の

平

野
の

経
歴
と
盛
名
は
衆
知
で

あ
っ

た
の

で
、

海
軍
省
は
平
野
の

意
向
を
容
れ
九
月
十
九
日

貸
渡
し
を
許
可
し
た
。

平
野
は
石
川
島
修
船
所
の

施
設
を

も
と
に
、

旧
石
川
島
造
兵
所
の

練
鉄
所
・

製
缶
所
な
ど
の

払
下
げ
を
う
け
、

山
尾
が
紹
介
し
た
横
須

賀
造

船
所
の

職
工
長
稲
木
嘉
助
の

協
力
を
え

て
、

九
月
三

十
日
、

石
川
島
平
野
造
船
所
を
設
立
し
た
。

民
間
人
に
よ
る
造
船
業
の

最
初
で

あ
っ

た
。

一

八
七
九
年
七
月
、

か
ね
て

か
ら
因
縁
が
あ

り
、

い
っ

た
ん
内
務
省
へ

返
し
海
軍
省
へ

移
管
さ
れ
て
い

た
横
浜
製
鉄
所
の

拝
借
を
願
い

出
て
、

十
二

月
三

十
日
、

一

〇
年
間
の

貸
与
を
許
可
さ
れ

た
。横

浜
製
鉄
所
は
、

敷
地
四
二

九
三

坪
（
約
一

四
二

㌃
）、

建
物
棟
数
一

六
、

総
坪
数
一

一

五

〇
坪
（
約
三

八
㌃
）、

蒸
気
機
械
そ
の

他
機
械
類
八
〇
台

を
備
え
て

い

た
。

平
野
は
こ

れ
ら
の

物
件
に

対
し
倉
庫
品
代
金
・

小
道
具
代
と
し
て
一

万
三

八
一

〇
円
を
三

か
年
賦
で

上
納
し
た
（『
資
料
編
』17

近

代
・

現
代
（

7

）
一

三
八

）。

平
野
は
横
浜
製
鉄
所
を
横
浜
石
川
口

製
鉄
所
と
改
称
し
、

石
川
島
造
船
所
の

分
工

場
と
し
た
。

一

八
八
〇
年
一

月
か
ら
営
業
を
開
始
し
、

イ
ギ
リ

ス

人
技
師
ア

ー
チ
ボ
ル

ト
＝

キ
ン

グ
を
招
い

て
、

分
工
場
の

技
師
長
に

任
じ
船
用
機
関
お
よ
び
一

般
諸
機
械
を
製
造
し
た
。

そ
の

ほ
か
、

横
浜
正
金

銀
行
や
第
二

国
立
銀
行
の

金
庫
な
ど
も
製
作
し
て
い

る
。

営
業
数
年
を
経
て
、

分
工
場
を
本
社
工

場
へ

合
併
す
る
の

を
得
策
と
考
え
、

海
軍
省
の

許
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可
を
え
て
、

一

八
八
四
年
末
工
場
を
と
り
こ

わ
し
、

石
川
島
へ

移
築
合
併
し
た
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
に

し
て

幕
府
が
創
業
し
、

転
々

と
所
属
を
変

え
た
横
浜
製
鉄
所
は
完
全
に

姿
を
消
し
た
。

し
か
し
、

分
工

場
の

用
材
は
幕
府
が
巨
費
を
投
じ
て

求
め
た
桧
・

松
・

杉
の

良
材
で

あ
り
、

移
築
後
も

十
分
使
用
に

耐
え
た
し
、

ま
た
、

移
転
し
た
蒸
気
ハ

ン

マ

ー
・

ロ

ー
ラ
ー
・

旋
盤
・

平
鑿
盤
・

ド

リ
ル

盤
な
ど
は
、

佐
賀
藩
や
幕
府
が
購
入
し
た
オ

ラ
ン

ダ
製
品
や
ア

メ

リ
カ
・

イ
ギ
リ
ス
・

フ

ラ
ン

ス

諸
国
の

製
品
を
含
ん
で
い

た
の

で
、

新
戦
力
と
し
て

再
活
用
さ
れ
、

石
川
島
造
船
所
の

造
船
・

造
機
能
力
を
著
し
く
向
上
さ
せ
た
と
い

え
よ
う
（『
石
川
島
重
工

業
株
式
会
社
一

〇
八

年
史
』）。

石
川
島
造
船
所
は
、

橋
梁
の

製
作
に

も
従
事
し
、

一

八
八
三

年
一

月
、

神
奈
川
県
庁
の

依
頼
で

大
岡
川
に

鉄
橋
・

都
橋
を
架
設
し
た
。

木
橋
の

伝

統
を
打
破
し
た
外
国
式
の

鉄
橋
は
、

異
人
館
と
な
ら
ん
で

港
都
横
浜
の

異
彩
を
放
っ

た
。

一

八
八
六
年
ふ
た
た
び
県
の

発
注
で

横
浜
港
近
く
に

鉄
橋

大
江
橋
を
架
設
し
、

か
さ
ね
て

称
讃
さ
れ
た
。

こ

の

経
験
を
も
と
に
、

翌
年
に
は
東
京
府
の

発
注
で

人
道
・

車
道
兼
用
の

鉄
橋
・

吾
妻
橋
を
隅
田
川

に

架
設
す
る
ま
で
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。

石
川
島
造
船
所
は
、

一

八
八
五

年
一

月
、

砲
艦
鳥
海
（
鉄
製
、

六
二

四
ト
ン

）
を
受
注
し
一

八
八
八
年
末
完
工

し
た
。

海
軍
は
拡
張
政
策
の
一

環
と

し
て
、

愛
宕
・

摩
耶
・

赤
城
・

鳥
海
の

同
型
艦
の

建
造
を
決
定
し
、

愛
宕
は
横
須
賀
造
船
所
、

摩
耶
・

赤
城
は
神
戸
の

小
野
浜
造
船
所
と
、

い

ず
れ

も
直
轄
の

海
軍
造
船
所
で

建
造
し
た
が
、

残
る
鳥
海
は
海
軍
造
船
所
に

余
力
が
な
か
っ

た
た
め
、

石
川
島
造
船
所
の

建
造
能
力
を
認
め
、

民
営
造
船

所
へ

の

最
初
の

軍
艦
発
注
と
な
っ

た
。

平
野
が
海
軍
造
船
所
と
互
角
に

砲
艦
を
建
造
し
た
こ

と
は
、

一

大
栄
誉
で

あ
る
が
、

軍
艦
建
造
は
経
営
上
非

常
な
重
荷
と
な
っ

た
。

ド
ッ

ク
の

改
修
・

諸
施
設
の

更
新
・

材
料
手
当
な
ど
に

ぼ
う
大
な
資
金
を
必
要
と
し
、

平
野
の

個
人
資
産
で
は
ま
か
な
い

き

れ
な
か
っ

た
。

か
ね
て
か
ら
資
金
援
助
を
う
け
て
い

た
第
一

国
立
銀
行
頭
取
渋
沢
栄
一

の

勧
告
を
容
れ
て
、

鳥
海
の

完
成
と
と
も
に
、

会
社
組
織
に

移
り
、

一

八
八
九
年
一

月
か
ら
有
限
責
任
石
川
島
造
船
所
（
資
本
金
一

七
万
五
〇
〇
〇
円
）
と
し
て

再
出
発
し
た
。

一

八
九
二

年
末
平
野
は
死
亡
し
た

が
、

翌
九
三

年
に

は
株
式
会
社
東
京
石
川
島
造
船
所
と
社
名
を
改
め
、

取
締
役
会
長
に

就
任
し
た
渋
沢
栄
一

と
そ
の

推
せ
ん
で

入
社
し
た
東
京
商
法
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会
議
所
書
記
長
梅
浦
精
一

が
専
務
と
な
り
、

こ

の
コ

ン

ビ

が
積
極
的
な
経
営
活
動
を
展
開
す
る

の

で

あ

る
（
龍
門
社
編
『
青
淵
先
生
六
十
年
史
』
第
二

巻
）。横

浜
船
渠
会

社
の

設

立

一

八
七
五
（
明
治
八

）
年
八
月
、

郵
便
汽
船
三

菱
会
社
社
長
岩
崎
弥
太
郎
は
、

ボ
イ
ド

商
会
と
協
力
し
横
浜
海
岸
通
り
に

建
築
中

の

石
井
梁
平
の

造
船
器
械
所
を
買
収
し
、

三

菱
製
鉄
所
と
改
め
船
舶
の

修
理
業
を
開
始
し
た
。

主
要
航
路
が
横
浜
を
起
点
と
し
て

い

る
の

で
、

修
理
工
場
が
必
要
で

あ
っ

た
が
、

岩
崎
は
横
須
賀
造
船
所
か
ら
必
要
機
械
を
、

外
国
人
か
ら
資
本
を
そ
れ
ぞ
れ
借
り
て

操
業
し
た
の

で

あ
る
か
ら
、

政
商
三

菱
ら
し
い

要
領
の

よ
さ
で

あ
る
。

一

八
七
九
年
外
商
と
の

共
同
経
営
を
や
め
、

独
力
で

運
営
し
た
。

一

八
八
二

年
こ

ろ
に
は
平

野
の

経
営
し
た
横
浜
石
川
口

製
鉄
所
と
並
ぶ

大
規
模
な
工
場
に

な
っ

た
。

一

八
八
五
年
三

菱
と
共
同
運
輸
会
社
が
合
併
し
て
日

本
郵
船
会
社
が
設
立

さ
れ
る
と
、

従
業
員
・

機
械
設
備
の
一

部
を
三

菱
経
営
の

長
崎
造
船
所
へ

移
し
、

残
り
は
日

本
郵
船
に

譲
渡
し
、

日

本
郵
船
会
社
横
浜
鉄
工

所
と
改

称
し
た
（
小
林
正
彬
「
長
崎
造
船
所
の

払
下
げ
」『
経
済
系
』（
関
東
学
院
大
学
）
第
七
三

集
、

昭
和
四
十
二

年
六
月
）。

一

方
、

船
舶
輻
輳
す
る
京
浜
間
に

船
渠
が
不
足
す
る
た
め
、

船
舶
修
繕
に

横
須
賀
造
船
所
ま
で

回
送
す
る
不
便
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い

た
の

で
、

横
浜
港
の

ち
か
く
に

船
渠
会
社
を
設
け
よ
う
と
す
る

動
き
が
み
ら
れ
た
。

地
元
の

横
浜
正
金
銀
行
頭
取
原
六
郎
を
は
じ
め
、

原
善
三

郎
・

茂
木
惣
兵

衛
・

平
沼
専
蔵
ら
の

横
浜
グ
ル

ー
プ
と
少
し
遅
れ
て

渋
沢
栄
一

や
益
田
孝
ら
の

東
京
グ
ル

ー
プ
は
、

別
個
に

船
渠
事
業
を
計
画
し
た
が
、

や
が
て

両

者
は
合
同
提
携
し
、

横
浜
船
渠
会
社
（
資
本
金
三

〇
〇
万
円
）
の

設
立
を
協
議
す
る
に

至
っ

た
。

一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
四
月
発
起
人
総
会
を
開

き
、

前
記
の

実
業
家
に

く
わ
え
て

近
藤
廉
平
・

大
倉
喜
八
郎
・

大
谷
嘉
兵
衛
・

馬
越
恭
平
・

浅
野
総
一

郎
・

左
右
田
喜
作
ら
の

名
士
を
網
羅
し
て
三

三

名
が
連
署
し
て

神
奈
川
県
知
事
に

創
立
願
書
を
提
出
し
た
。

県
知
事
は
一

八
九
一

年
六
月
、

よ
う
や
く
設
立

を

認

め
、

免
許
命
令
書
を
交
付
し

た
。

船
渠
築
造
・

水
面
埋
立
・

水
面
使
用
通
則
な
ど
詳
細
な
命
令
条
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、

工
場
予
定
地
の

長
住
町
地
先
水
面
三

万
六
五
〇
〇
坪

（
約
一

二
・

一

㌶

）
の

埋
立
を
許
可
し
、

全
工

事
竣
工
の

の

ち
埋
立
地
を
下
付
す
る
こ

と
を
約
束
し
た
。

注
目
さ
れ
る
の

は
工

事
中
に
、

「
公
害
ヲ

生
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シ

若
ク
ハ

公
害
ア

ル

ヲ

発
見
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

知
事
ハ

何
時
ニ

テ
モ

無
償
ニ

テ

本
命
令
書
ヲ

更
改
ス

ル

コ

ト
ア

ル

ヘ

シ

」（
第
三
十
条
）
と
公
害
条
項
を

明
文
化
し
て
い

る
こ

と
で

あ
る
。

わ
が
国
で

公
害
と
い

う
語
を
使
用
し
た
も
っ

と
も
早
い

例
で

あ
ろ
う
（『
資
料
編
』17

近
代
・

現
代
（7）
一

四
一

）。

こ

う
し
て

横
浜
船
渠
は
創
立
さ
れ
た
が
、

一

八
九
〇
年
の

恐
慌
に

ま
き
こ

ま
れ
株
式
募
集
が
う
ま
く
い

か
ず
、

計
画
を
変
更
し
た
り
着
工

を
延
期

し
、

一

八
九
三

年
に
は
資
本
金
を
五
〇
万
円
へ

と
大
幅
に

減
額
す
る
な
ど
苦
し
い

発
足
を
し
た
。

と
こ

ろ
が
日

清
戦
争
後
の

海
運
界
の

好
況
に

助
け

ら
れ
、

さ
ら
に

は
前
述
し
た
日
本
郵
船
所
有
の

横
浜
鉄
工

所
を
一

八
九
六
年
九
月
に

譲
り
う
け
る
こ

と
に

成
功
し
、

施
設
諸
器
械
・

倉
庫
貯
蔵
品
な

ど
総
代
価
二

〇
万
七
二

〇
七
円
で
日

本
郵
船
の

所
属
船
の

入
渠
を
専
属
的
に

確
保
す
る
よ
う
に

な
っ

て

業
績
が
安
定
し
て

き
た
。

船
渠
工
事
が
完
成

す
る
ま
で

は
、

鉄
工

所
の

繁
昌
が
創
業
時
の

苦
難
を
救
っ

た
し
、

わ
が
国
最
大
の

海
運
会
社
と
密
接
な
関
係
を
樹
立
し
、

そ
の

所
属
船
の

入
渠
補
修

契
約
を
結
ぶ
こ

と
が
で

き
た
か
ら
で

あ
る
。

鉄
工

所
買
収
と
船
渠
築
造
の

た
め
、

資
本
金
を
同
年
一

五

〇
万
円
、

一

八
九
七
年
三

〇
〇
万
円
へ

と
増

資
を
重
ね
、

第
一

・

第
二

船
渠
を
完
成
し
、

一

八
九
八
年
五
月
一

日

開
渠
式
を
挙
行
し
、

船
渠
会
社
の

営
業
を
始
め
た
の

で

あ
る

（『
資
料
編
』17

近

代
・

現
代
（

7

）
一

四
二

－
一

四
四

）。
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第
四
節
　
労
働
市
場
の

形
成
と
労
働
者
状
態

一

　
明
治
前
期
に

お
け
る
労
働
市
場
の

形
成

近
代
的
労
働
市
場
の
形
成

と
マ

リ
ア
＝

ル
ス

号
事
件

明
治
前
期
は
、

近
代
的
な
労
働
市
場
の

形
成
に

向
け
て
ま
さ
し
く
激
動
の

時
代
で

あ
っ

た
。

そ
れ
は
、

農
民
層
の

分

解
を
は
じ
め
、

士
族
・

職
人
・

商
人
な
ど
の

没
落
と
再
編
成
を
内
容
と
し
て

い

た
が
、

そ
れ
ま
で

に
も
進
ん
で

い

た

資
本
の

原
始
的
蓄
積
の

総
仕
上
げ
の

時
期
だ
っ

た
の

で

あ
る
。

神
奈
川
県
で

は
、

横
浜
・

横
須
賀
の

官
営
造
船
所
や
輸
出
産
業
で

あ
る
生
糸
業
や
製

茶
業
を
は
じ
め
、

い

ろ
い

ろ
な
産
業
・

職
業
分
野
で
、

近
代
的
な
労
働
市
場
の

形
成
に
向
け
て
の

分
解
や
再
編
成
が
展
開
し
た
。

も
っ

と
も
、

近
代

的
な
労
働
市
場
と
は
い
っ

て

も
、

今
日
の

よ
う
な
近
代
的
な
労
働
者
や
労
使
関
係
の

形
成
を
意
味
す
る
わ
け
で

は
決
し
て

な
い
。

資
本
蓄
積
に

と
っ

て

自
由
な
労
働
市
場
が
、

封
建
的
な
身
分
関
係
の

解
体
を
は
じ
め
、

土
地
と
労
働
力
の

売
買
の

自
由
化
な
ど
の

な
か
で
、

法
制
的
に

形
成
さ
れ
た
に

過
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ

て
、

実
態
と
し
て

は
、

資
本
－
賃
労
働
の

関
係
が
請
負
制
度
や
問
屋
制
度
な
ど
に
よ
っ

て

媒
介
さ
れ
た
り
、

主
従
関
係
や
家

父
長
的
関
係
を
残
存
さ
せ
て
い

た
と
し
て

も
、

労
働
者
が
就
業
先
を
法
制
的
に
自
由
選
択
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ

と
自
体
が
重
要
だ
っ

た
。

そ
の

こ

と
に

関
連
し
て
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）、

開
港
地
横
浜
を
も
つ

神
奈
川
県
に

と
っ

て

も
、

忘
れ
ら
れ
な
い

国
際
的
事
件
が
発
生
し
た
。

ペ

ル

ー
の

船
、

マ

リ
ア
＝

ル

ス

号
事
件
が
そ
れ
で

あ
る
。

こ

の

事
件
に
つ

い

て

は
、

神
奈
川
県
労
働
部
『
神
奈
川
県
労
働
運
動
史
』
戦
前
編
に

詳
し

く
記
述
さ
れ
て

い

る
が
、

こ

こ

で
は
次
の

点
が
と
く
に
重
要
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

（一）
マ

リ
ア
＝

ル

ス

号
は
帆
柱
の

損
傷
を
修
理
す
る
た
め
に

横
浜
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に

入
港
し
た
の

だ
が
、

実
は
同
号
は
清
国
か
ら
ペ

ル

ー
へ

の

「
奴
隷
船
」
だ
っ

た
。

清
国
人
の
一

人
が
船
内
の

拘
禁
か
ら
脱
出
し
、

イ
ギ
リ
ス

の

軍

艦
に

救
助
さ
れ
た
こ

と
が
事
件
の

発
端
で

あ
っ

た
。

（二）
結
局
、

時
の

神
奈
川
県
権
令
大
江
卓
な
ど
の

異
例
の

措
置
に
よ
っ

て
、

国
交
の

な
い
ペ

ル

ー

の

船
長
に

対
す
る
裁
判
が
開
始
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

そ
こ

で

次
の

よ
う
な
興
味
深
い

論
争
が
展
開
さ
れ
た
。

ペ

ル

ー
側
の

主
張
は
、

日
本
に
裁
判
権

が
な
い

こ

と
な
ど
の

ほ
か
に
、

人
身
売
買
と
は
い

え
自
由
に
も
と
づ

く
契
約
を
結
ん
で

い

る
の

だ
か
ら
、

同
号
の

取
押
え
を
解
除
す
る
か
、

あ
る
い

は
損
害
を
賠
償
せ
よ
、

と
い

う
こ

と
だ
っ

た
。

そ
れ
に

対
し
検
事
側
は
、

契
約
書
そ
の

も
の

に
つ

い

て

本
人
の

承
諾
の

証
明
に

問
題
が
あ
る
だ
け
で

な
く
、

ペ

ル

ー
の

奴
隷
船
に
つ

い

て

は
す
で

に
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

で

も
問
題
に
な
っ

て
い

る
よ
う
に
、

人
身
売
買
は
国
際
的
に

も
承
認
で

き
な
い
こ

と
な

ど
を
主
張
し
た
。

だ
が
、

こ

れ
に

対
し
ペ

ル

ー
側
は
、

日

本
で

も
年
季
奉
公
や
娼
妓
な
ど
の

人
身
売
買
が
認
め
ら
れ
て

い

る
以
上
、

同
船
を
違
法
扱

い

す
る
こ

と
は
不
当
だ
ろ
う
、

と
反
論
し
た
。

（三）
結
局
、

裁
判
長
と
し
て
の

権
令
大
江
の

判
決
は
、

ペ

ル

ー

船
長
は
違
法
だ
が
、

こ

の

際
は
不
問
に

付
す
と
し
て
、

清
国
人
二

二

九
人
は
解
放
し
、

日

本
在
住
の

清
国
人
と
同
様
の

権
利
を
与
え
る
、

と
い

う
内
容
だ
っ

た
。

そ
の

後
も
、

ペ

ル

ー
側
は
損
害
補
償
を
要
求
し
、

ア

メ
リ
カ
の

仲
介
で

仲
裁
裁
判
が
開
か
れ
、

ロ

シ

ア

皇
帝
ア

レ

ク
サ
ン

ド
ル

二

世
に

裁
判
が
委

任
さ
れ
た
。

農
奴
解
放
を
お
こ

な
っ

た
ア

レ

ク
サ
ン

ド
ル

二

世
は
、

法
律
上
の

解
釈
を
超
え
た
世
界
共
通
の

道
義
に
も
と
づ

き
、

日

本
の

勝
訴
を
宣

言
し
た
。

こ

の

事
件
の

処
理
は
国
際
的
な
賞
賛
を
浴
び
た
が
、

こ

こ

で

の

問
題
は
、

む
し
ろ
事
件
に
と
も
な
う
国
内
処
理
に
あ
っ

た
。

と

い

う
の

は
、

ペ

ル

ー

側
に
よ
っ

て

国
内
に
お
け
る
人
身
売
買
の

証
拠
が
あ
げ
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

こ

れ
に

対
し
、

神
奈
川
県
庁
は
「
当
管
下
在
町
之
婦
女

子
、

年
季
ヲ

定
メ

遊
女
芸
者
並
ニ

宿
場
飯
売
人
或
ハ

洗
濯
女
…
…
身
売
奉
公
ニ

差
出
候
儀
向
後
一

切
不
相
成
事
」
と
触
書
を
出
し
、

身
売
奉
公
を
禁

止
し
た
。

そ
れ
に

次
い

で
、

中
央
政
府
と
し
て

も
太
政
官
布
告
に
よ
っ

て
、

「
人
身
売
買
ヲ

禁
止
シ

諸
奉
公
人
年
限
ヲ

定
メ

芸
娼
妓
ヲ

解
放
シ

之
ニ

付
テ
ハ

賃
借
訴
訟
ハ

取
上
ゲ
ズ

」（
明
治
五
年
）、
「
金
銭
賃
借
引
当
ニ

人
身
書
入
厳
禁
」（
明
治
八
年
）
の

決
定
が
明
確
に

さ
れ
た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
て
、

法
制
上
の

自
由
を
保
障
し
た
近
代
的
な
労
働
市
場
の

枠
組
は
形
成
さ
れ
て

い

く
わ
け
だ
が
、

実
態
そ
の

も
の
の

展
開
に

は
、

以
下
に
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記
述
す
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
旧
来
か
ら
の

慣
行
が
残
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

そ
の

反
面
、

商
品
経
済
の

展
開
と
し
て

は
、

西
南
戦
争
後
の

イ

ン

フ

レ

ー
シ

ョ

ン

や
そ
の

後
の

紙
幣
整
理
に
よ
る
デ
フ

レ

ー
シ

ョ

ン

な
ど
が
、

い

や
応
な
く
農
民
や
職
人
な
ど
を
商
品
経
済
の

な
か
に

巻
き
込
み
、

彼
ら
の

分
解
や
再
編
成
を
お
し
進
め
た
こ

と
も
あ
ら
か
じ
め
念
頭
に

置
い

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、

こ

の

よ
う
に

多
か
れ
少
な
か
れ
公
権
力

が
賃
労
働
の

形
成
に

介
入
す
る
と
こ

ろ
に
、

暴
力
的
な
資
本
の

原
始
的
蓄
積
の

特
質
が
示
さ
れ
て
い

る
の

で
あ
る
。

こ

う
し
た
近
代
的
な
労
働
市
場

と
そ
の

周
辺
部
分
の

増
大
が
、

神
奈
川
県
で

は
い

か
な
る
展
開
の

過
程
を
た
ど
っ

た
か
、

ま
ず
こ

の
こ

と
か
ら
概
観
し
て
い

こ

う
。

都
市
人
口
の
増

加
と
農
民
分
解

な
に

よ
り
も
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の

は
、

都
市
人
口

の

著
し
い

増
加
で

あ
り
、

な
か
で

も
横
浜
の

人
口

増
加
は
、

ひ
と
き
わ
目
立

っ

て
い

た
。

『
横
浜
開
港
五
十
年
史
』
や
『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、

明
治
二

年
（
一

八
六
九
）
ま
で

に
二

万
八
〇
〇
〇

人
ほ
ど
に

著
増
し
た
横
浜
の

人
口

は
、

一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
に
は
五
万
八
〇
〇
〇
人
に
急
増
し
、

一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年
に
は
さ
ら
に
一

一

万
五
〇
〇
〇
人
に
も
増
加
し
て

お
り
、

一

八
九
三
（
明
治
二

十
六
）
年
に
は
一

五

万
人
以
上
に
も
達
し
て
い

た
。

こ

の

よ
う
に
、

ほ
ぼ
一

〇

年
間
で

二

倍
以
上
に
も
及
ぶ

急
増
の

な
か
で
、

神
奈
川
県
人
口

に

占
め
る
横
浜
の

人
口

の

比
率
は
一

八
九
三

年
に

は
一

九
㌫
に
も
達
し
た
の

で

あ
る
。

こ

の

段
階
で
、

人
口
一

万
人
以
上
の

市
町
村
に

拡
大
し
て

み
て
も
全
国
的
に
は
、

全
人
口

中
の

シ

ェ

ア

は
一

五

㌫
ほ
ど
に

と
ど
ま
っ

て
い

た

わ

け
だ

か

ら
、

い

か
に

神
奈
川
県
の

都
市
人
口

と
り
わ
け
横
浜
へ

の

人
口

集
中
が
め
ざ
ま
し
い

も
の

だ
っ

た
か
が
想
像
で

き
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、

こ

の

よ

う
な
横
浜
を
中
心
と
し
た
都
市
人
口

の

集
中
の

す
べ

て

が
、

広
義
の

労
働
者
の

集
積
だ
っ

た
わ
け
で

は
な
い

が
、

労
働
者
や
さ
ら
に
そ
の

家
族
の

集

積
を
中
心
と
し
た
事
実
は
、

疑
う
こ

と
が
で

き
な
い
。

ま
た
、

こ

の

よ
う
な
都
市
人
口
の

増
加
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
地
方
か
ら
の

人
口

移
動
に

よ
っ

て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で

あ
り
、

市
外
か
ら
移
動
し
て

き
た
人
口

は
、

お
も
に
寄
留
者
と
い

う
か
た
ち
を
と
っ

た
わ
け
で

あ
る
。

さ
き
の

横
浜
の

人
口

に
つ

い

て

み
る
と
、

そ
の

約
半
数
は
寄
留
者
に
よ
っ

て

占
め
ら
れ
、

し
か
も
そ
の

六
〇
－
七
〇
㌫
は
多
摩
三

郡
は
別
と
し
て
、

他
府
県
か
ら
の

寄
留

者
に
よ
っ

て

占
め
ら
れ
て

い

た
。

と
い

う
こ

と
は
、

都
市
人
口

の

急
増
ほ
ど
神
奈
川
県
下
の

農
山
漁
村
か
ら
の

人
口

移
動
が
、

激
し
く
な
か
っ

た
こ
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と
を
意
味
す
る
が
、

そ
れ
に
し
て

も
商
品
経
済
の

発

達
や
農
工
分
離
な
ど
の

農
山
漁
村
へ

の

影
響
は
き
わ

め
て

大
き
か
っ

た
だ
ろ
う
。

現
に

神
奈
川
県
の

農
家

数
は
、

多
摩
三

郡
を
除
い

て

み
て

も
、

表
二

－

五
二

の

よ
う
に

減
少
し
て
お
り
、

県
全
体
の

戸
数
に

占
め

る
農
家
数
の

シ

ェ

ア

は
、

一

八
八
四
－
九
一

年
の

わ

ず
か
七
年
間
で

七
七
↓
五
七
㌫
に
縮
小
し
て
い

た
。

と
く
に
、

一

八
八
四
－
八
七
年
の

減
少
が
著
し
い

の

は
、

松
方
財
政
の

も
と
で

の

不
換
紙
幣
の

整
理
に
よ

っ

て
、

農
家
の

不
況
が
激
化
し
た
か
ら
で

あ
り
（
松

方
デ
フ

レ

後
の

士
農
工

商
の

窮
乏
化
に
つ

い

て

は
『
興
業

意
見
』
の

ほ
か
、

隅
谷
三

喜
男
『
日

本
賃
労

働
史
論
』
を

参
照
）、

こ

の

よ
う
な

農
家
の

減
少
は

農
工
分
離
に

よ
る
脱
農
だ
け
で

な
く
、

挙
家
離
村
を
も
反
映
し
て

い

た
、

と
推
測
さ
れ
る
。

明
治
前
期
に
お
け
る
広
義
の

労
働
市
場
の

形
成

は
、

こ

の

よ
う
に

県
外
か
ら
の

寄
留
を
含
め
て
、

農

表2－52　明治前期末における総戸数と農家数の推移

注　『神奈川県統計書』より作成。三多摩郡を除く。

表2－53　明治前期末における農業者人口の推移

注　『神奈川県統計書』より作成。三多摩郡を除く。増減率は1885年に対する増減をパーセン

トで，△は減少を示す。
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村
の

分
解
に

よ
る
労
働
力
移
動
に

負
う
と
こ

ろ
が
大
き
か
っ

た
。

た
だ
し
、

農
業
人
口

そ
の

も
の

は
、

表
二

－

五
三

の

よ
う
に
一

八
八
五

－
九
〇
年

に
二

七
－
三
三

万
人
に
も
増
加
し
た
。

こ
の

五

年
間
の

増
加
率
は
二

〇
㌫
を
こ

え
る
が
、

当
時
は
維
新
後
の

人
口

爆
発
期
に
あ
り
、

も
し
前
述
の

よ

う
な
脱
農
化
が
進
め
ら
れ
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、

こ

れ
以
上
の

農
業
人
口

の

増
大
を
み
た
は
ず
で

あ
る
。

農
業
人
口
の

推
移
に
つ

い

て
み
る
と
、

次

の

諸
点
に

注
目
す
べ

き
で

あ
ろ
う
。

（一）
男
女
別
に

は
、

製
糸
業
の

発
達
が
と
く
に

顕
著
だ
っ

た
多
摩
郡
で

は
、

女
子
が
減
少
し
た
の

に
た
い

し
、

現

在
の

神
奈
川
県
の

方
で
は
男
子
の

増
加
率
が
よ
り
低
く
、

し
た
が
っ

て

男
子
の

脱
農
化
が
よ
り
著
し
か
っ

た
事
実
を
想
像
さ
せ
る
。

（二）
専
兼
業
別
に

は
、

専
業
人
口

が
四
〇
㌫
ち
か
く
も
増
加
し
て

い

る
の

に
反
し
、

兼
業
人
口

は
明
確
に
減
少
し
て

お
り
、

兼
業
型
の

農
民
の

脱
農
化
が
大
規
模
に
展

開
さ
れ
た
事
実
を
示
し
て
い

る
。

（三）
自
小
作
別
に
は
、

と
く
に
自
小
作
農
民
が
四
〇
㌫
以
上
も
増
加
し
て
い

る
反
面
で
、

小
作
農
民
が
一

〇
㌫
ち
か

く
も
減
少
し
て

い

る
。

し
た
が
っ

て
、

明
治
前
期
末
の

挙
家
離
村
を
含
む
脱
農
化
は
、

い

ず
れ
か
と
い

え
ば
男
子
を
中
心
と
し
た
小
作
兼
業
の
、

お
そ
ら
く
零
細
農
家
を

基
軸
と
し
て

展
開
し
た
に
相
違
な
い
。

そ
れ
に
よ
っ

て
、

余
剰
化
し
た
小
作
地
を
零
細
な
自
作
農
民
が
代
わ
っ

て

借
入
れ
す
る
こ

と
に
な
っ

た
の

で

あ
る
。

そ
し
て
、

農
家
数
が
減
少
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

農
業
人
口

が
増
加
し
て
い

た
わ
け
だ
か
ら
、

一

戸
当
た
り
の

農
業
人
口

が
よ
り
大
き
い
、

し
た
が
っ

て

従
来
に
比
し
て

経
営
規
模
の

よ
り
大
き
な
農
家
へ

の

農
業
人
口

の

集
中
が
み
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

た
し
か
に
農

家
経
済
は
一

般
的
に

不
況
状
態
に

あ
っ

た
の

だ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
と
く
に

零
細
農
家
の

小
作
兼
業
層
に

お
い

て

顕
著
で

あ
り
、

そ
の

反
面
で
、

農
家

の

農
業
専
業
化
や
自
小
作
化
に

よ
る
経
営
規
模
の

相
対
的
拡
大
が
み
ら
れ
た
事
実
も
看
過
で

き
な
い
。

こ

う
し
た
現
象
は
、

次
の

よ
う
に
み
る
こ

と

も
で

き
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

零
細
農
家
の

小
作
兼
業
層
に
は
、

窮
乏
化
し
て

脱
農
化
し
た
農
民
も
多
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、

な
か
に
は
、

そ
れ
ま

で

兼
業
だ
っ

た
者
が
商
工
業
従
事
者
と
し
て

専
業
化
し
た
脱
農
者
も
含
ま
れ
て

い

た
は
ず
で

あ
り
、

そ
の

た
め
に
残
存
し
た
農
家
の

農
業
専
業
化
や

経
営
規
模
の

拡
大
を
お
し
進
め
、

全
体
と
し
て

農
工
分
離
な
ど
を
展
開
さ
せ
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。
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工

場

労

働

者
の

蓄

積

蒸
汽
力
を
導
入
し
た
り
水
力
や
人
力
へ

の

依
存
で

も
工
場
内
分
業
の

マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク
チ
ュ

ア

型
の

工
場
制
度
を
と
っ

て

い

る
、

さ
ま
ざ
ま
な
工
場
制

工
業
に

目
を
転
じ
て

み
よ
う
。

県
史
編
集
室
『
明
治
前
期
県
内
企
業
一

覧
』
に

よ
れ
ば
、

（一）

職
工

数
が
一

〇
〇
人
を
上
回
る
よ
う
な
比
較
的
大
工

場
は
、

製
糸
業
を
中
心
と
し
て

い

た
。

し
か
も
、

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
時
点
の
一

日

平
均
二

〇
〇
工

数
を
上
回
る

最

大

規

模
の

萩
原
製
糸
を
は
じ
め
、

大
部
分
は
多
摩
地
方
に

存
在
し
て
い

た
が
、

一

〇
〇
人
を
上
回

る
高
座
郡
の

広
田
製
糸
な
ど
を
別
と
す
れ
ば
、

多
く
は
平
均
四
〇
－
五

〇
工

数
に
と
ど
ま
っ

て

い

た
。

た
だ
し
、

製
糸
工
場
や
横
須
賀
の

海
軍
工

廠
以
外
に
、

い

ず
れ
も
横
浜
市
に
あ
っ

た
日
本
郵
船
鉄
工
所
（
汽
船
修
繕
）
と
鋳
物
・

器
械
の

太
田
工
場
が
蒸
汽
力
を
利
用
し
、

一

日

平
均
そ
れ
ぞ
れ
五
六
〇
、

二

三

四
工

数
に
達
す
る
大
工
場
も
存
在
し
た
。

（二）
そ
れ
以
外
の
一

〇
－
二

九
人
前
後
の

工
場
と
し
て
は
、

蒸
汽
力
を
導

入
し
て

い

た
荒
波
煙
草
製
造
業
（
二

三
工
数
）
を

は

じ
め
と
す
る
煙
草
工
場
が
目
立
っ

て
お
り
、

ほ
か
は
前
述
の

製
糸
工
場
以
外
に
、

製
靴
・

マ

ッ

チ
・

茶
箱
・

印
刷
・

製
本
・

石
鹸
・

煉
瓦
お
よ
び
絹
・

綿
の

紡
績
・

織
物
の

工
場
が
、

少
数
存
在
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
い

た
。

（三）
そ
れ

ら
の

ほ

か

は
、

精
米
・

製
粉
・

陶
器
・

製
茶
な
ど
の

工
場
は
、

い

ず
れ
も
五
人
以
下
の

小
工
場
が
比
較
的
多
数
存
在
し
て
お
り
、

こ

れ
ら
は
す
で
に

居
職
人
な

ど
の

工
業
者
と
ほ
ぼ
同
質
の

零
細
工

業
だ
っ

た
、

と
み
て
よ
い
。

民
営
の

工

場
労
働
者
数
の

明
治
前
期
に
お
け
る
変
化
を
み
る
と
、

表
二

－

五
四
の

と
お
り
で

あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

一

八
八
五
（
明
治
十
八

）

年
に

陶
磁
器
・

漆
器
・

鋳
物
・

汽
船
修
繕
な
ど
の

五
工
場
で

わ
ず
か
に
三

〇
人
を
数
え
る
に
と
ど
ま
っ

て

い

た
が
、

一

八
九
〇
年
に

は
二

三
工
場
で

一

〇
〇
〇
人
以
上
を
数
え
る
よ
う
に

増
加
し
て

い

る
。

こ

れ
は
、

職
工
延
人
員
か
ら
大
ざ
っ

ぱ
に

試
算
し
た
結
果
だ
が
、

す
で
に
み
た
民
営
工
場
の

表2－54　明治前期未における主要工場

数・職工数

注　『神奈川県統計書』より作成。三多摩郡

を除く。職工数は，職工延人員にもとづ

き250日稼働として試算。

©神奈川県立公文書館



一

部
し
か
把
握
し
て
い

な
い

に
相
違
な
い
。

し
か
も
、

一

八
八
五

－
九
〇
年
の

変
化
は
、

い

か
に

前
述
し
た
日

本
郵
船
の

横
浜
工
場
の

雇
用
が
明
治

二

十
年
代
に

入
っ

て

急
増
し
た
と
は
い

え
、

あ
ま
り
に

極
端
過
ぎ
る
。

と
い

う
の

は
、

一

八
八
七
年
以
前
の

『
神
奈
川
県
統
計
書

』
の

把
握
が
過
小

で

あ
っ

た
こ

と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

な
お
、

こ

の

間
に
、

後
述
の

と
お
り
官
営
造
船
所
で

は
ほ
ぼ
二

〇
〇
〇
人
か
ら
三

〇
〇
〇
人
へ

の

職
工
の

増

加
が
み
ら
れ
、

外
国
商
館
の

再
製
茶
工
場
で

も
か
な
り
の

雇
用
増
加
が
み
ら
れ
た
が
、

い

ず
れ
も
表
二

－

五
四
に
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。

こ

れ
ら
を

も
含
め
、

か
つ

国
内
民
営
の

統
計
的
把
握
が
よ
り
十
分
で

あ
れ
ば
、

労
働
市
場
の

拡
大
が
よ
り
明
確
に

な
る
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
れ
も
労
働
市
場

周
辺
ま
で

含
め
た
就
業
全
体
の

な
か
で
は
、

大
海
に

浮
か
ぶ

小
島
の

よ
う
な
規
模
に
と
ど
ま
っ

た
。

二

　
繊
維
工

業
の

労
働
市
場

製
糸
業
を
中
心

と

し

た

発

達

明
治
期
の

繊
維
工
業
は
、

輸
出
産
業
の

中
心
と
し
て

顕
著
な
発
展
を
と
げ
た
が
、

そ
の

反
面
で

さ
ま
ざ
ま
な
質
的
再
編
成
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。

ま
ず
、

西
日

本
を
中
心
と
し
て

自
生
的
に

発
展
し
て

き
た
綿
作
－
綿
工
業
は
、

開
港
後
の

綿
糸
・

綿
布
の

輸

入
に

よ
っ

て

大
き
な
打
撃
を
こ

う
む
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

神
奈
川
県
で

も
、

現
在
の

横
須
賀
な
ど
に

綿
紡
織
の

工
場
が
存
在
し
た
が
、

や
が
て

消
滅
し
て
い
っ

た
。

逆
に

神
奈
川
県
と
す
れ
ば
、

大
き
な
ウ
エ

イ
ト

を
占
め
て
い

た
絹
工

業
は
著
し
く
発
展
し
た
が
、

半
製
品
で

あ
る
生
糸
と
し
て

輸
出
さ
れ
る
の

が
中
心
と
な
っ

た
た
め
、

絹
織
物
業
と
は
切
り
離
さ
れ
、

主
と
し
て

製
糸
業
と
し
て

発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

も
と
も
と

製
糸
業
は
、

養
蚕
と
結
び
つ

い

た
農
家
の

副
業
家
内
工

業
と
し
て

発
達
し
て

い

た
が
、

神
奈
川
県
で

も
明
治
七
、

八
年
ご
ろ
に
は
、

従
来
の

手
繰
器

に

歯
車
を
つ

け
て

加
速
さ
れ
た
座
繰
製
糸
器
が
導
入
さ
れ
、

と
く
に

多
摩
郡
の

ほ
か
に

も
高
座
・

愛
甲
・

津
久
井
・

都
筑
な
ど
の

地
方
に
お
い

て

急

速
な
普
及
を
み
た
。

『
神
奈
川
県
統
計
書

』
に
よ
れ
ば
、

一

八
八
七
（
明
治
二

十

）年
に
一

・

四
万
戸
の

製
造
戸
数
を
数
え
て
い

る
。

も
っ

と
も
、

多
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摩
郡
を
除
く
と
八
〇
〇
〇
戸
程
度
に

な
る
と
推
計
さ
れ
る
が
、

そ
の

大
部
分
が
農
村
の

家
内
工

業
だ
っ

た
、

と
み
て
よ
い
。

し
か
も
、

大
地
主
・

商

人
の

器
械
製
糸
に
よ
る
「
優
等
糸
」
の

生
産
は
き
わ
め
て

限
ら
れ
て

お
り
、

せ
い

ぜ
い

改
良
座
繰
器
に
よ
る
「
普
通
糸
」
の

生
産
が
中
心
に
な
っ

て

い

た
だ
ろ
う
（
石
井
寛
治
『
日

本
蚕
糸
業
分
析
』
第
一

章
第
二

節
参
照
）。

こ

う
し
た
状
況
の

な
か
で
、

明
治
前
期
に
は
都
筑
郡
西
谷
村
の

日

本
絹
綿
株
式
会
社
の

お
そ
ら
く
一

〇
〇
人
規
模
の

工

場
を
は
じ
め
、

高
座
・

鎌

倉
両
郡
に

も
小
規
模
の

器
械
製
糸
工
場
が
稼
働
し
、

高
座
郡
大
沢
村
の

漸
進
社
で
は

改
良
座
繰
を
導
入
し
そ
の

製
品
を

共
同
販
売
し
て

い

た
。

だ

が
、

製
糸
工

場
と
呼
ば
れ
る
の

は
、

多
摩
地
方
を
含
め
て
一

二

工
場
に
と
ど
ま
っ

て

お
り
、

雇
用
さ
れ
て
い

た
職
工
数
も
ほ
ぼ
七
〇
〇
人
程
度
に
と
ど

ま
っ

て

い

た
。

し
た
が
っ

て
、

製
糸
従
事
者
の

大
部
分
は
農
家
副
業
型
の

従
事
者
だ
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

の

ほ
か
、

製
糸
の

加
工

業
も
ま
た
、

そ
の

多
く
は
農
家
の

副
業
と
し
て

問
屋
資
本
の

支
配
の

も
と
に

か
な
り
の

発
達
を
み
た
。

そ
の
一

つ

が
、

津
久
井
郡
を
中
心
と
し
た
手
織
器
に

よ
る
絹
織

物
業
で

あ
り
、

明
治
前
期
末
に
は
津
久
井
郡
だ
け
で
二

〇
〇
〇
－
三

〇
〇
〇
戸
の

機
業
者
数
が
記
録
さ
れ
て

い

る
（『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に
よ
る

）。

も
う
一

つ

の

加
工

業
と
し
て
、

愛
甲
郡
半
原
地
方
を
中
心
と
し
て

発
達
し
た
撚
糸
業
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
で

に

半
原
撚
糸
業
は
、

幕
末
か
ら

桐
生
の

八
丁
式
撚
糸
器
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、

水
力
を
利
用
し
、

博
多
織
や
縫
製
用
の

撚
糸
を
生
産
し
て
い

た
。

こ

こ

で

も
、

前
借
関
係
の

も
と

で

加
工

賃
を
一

方
的
に

決
定
す
る
問
屋
＝

糸
屋
が
多
数
の

撚
り
子
を
支
配
し
て

い

た
が
、

撚
り
子
の

な
か
に

は
農
家
副
業
で
は
な
く
、

二

－
四
人
の

住
込
み
の

女
子
を
雇
用
す
る
専
業
者
も
増
加
し
つ

つ

あ
っ

た
（
半
原
撚
糸
協
同
組
合
編
集
委
員
会
編
『
半
原
撚
糸
の

あ
ゆ
み

』
に
よ
る

）。
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三

　
そ
の

他
の

軽
工

業
な
ど
の

労
働
市
場

煙

草
工

業

の

労

働

者

繊
維
工

業
に

次
い

で

注
目
さ
れ
る
の

が
、

煙
草
工
業
に
お
け
る
労
働
市
場
の

形
成
で

あ
る
。

も
っ

と
も
、

煙
草
刻
み
は
以
前
か
ら

広
く
存
在
し
、

「
葉
の

し
」
を
丸
め
て

巻
玉
を
作
り
、

そ
れ
を
膝
に

乗
せ
た
板
の

上
で

庖
丁
を
使
い

細
か
く
刻
む
職
人
の

仕
事
だ

っ

た
。

し
か
し
、

明
治
初
期
に
ゼ

ン

マ

イ
仕
掛
け
の

器
械
が
出
現
し
、

煙
草
刻
み
の

職
人
を
駆
逐
す
る
こ

と
に
な
っ

た
。

さ
ら
に
、

水
車
の

利
用
が

普
及
す
る
段
階
か
ら
、

工
場
的
生
産
が
一

般
化
す
る
こ

と
に
な
っ

た
（
日

本
専
売
公
社
『
秦
野
工
場
史
』に
よ
る

）。

さ
ら
に
、

こ

う
し
て
工
場
生
産
化

す
る
に
つ

れ
て

女
子
労
働
力
へ

の

依
存
が
増
大
し
、

明
治
前
期
末
に
は
男
子
職
工
の

比
重
が
三

〇
㌫
以
下
に

も
縮
小
し
て

い

た
。

さ
ら
に
、

一

八
八

六
（
明
治
十
九
）
年
、

横
浜
で

巻
煙
草
が
発
売
さ
れ
る
前
後
か
ら
巻
煙
草
の

製
造
が
急
速
に

増
加
し
て

い
っ

た
。

い

ず
れ
も
、

秦
野
地
方
を
は
じ
め

横
浜
な
ど
の

内
陸
地
に

お
い

て

と
く
に

盛
ん
だ
っ

た
が
、

工
場
は
一

八
九
〇
年
で

も
四
工
場
を
数
え
る
の

み
で
、

う
ち
蒸
汽
力
工
場
一

、

水
力
工
場

二

で

あ
り
、

そ
の

他
は
家
内
工
業
的
段
階
に

と
ど
ま
っ

て
い

た
の

で

あ
る
。

な
か
で

も
、

原
料
が
豊
富
な
秦
野
地
方
に
お
い

て
と
く
に

煙
草
工

業
が

発
達
し
、

数
一

〇
〇
軒
の

製
造
業
者
が
集
中
し
、

な
か
に

は
一

五

〇
－
二

〇
〇
人
の

雇
用
労
働
者
を
擁
す
る
大
規
模
な
工
場
も
存
在
し
た
が
、

大
部

分
は
せ
い

ぜ
い

二

－
三

人
の

従
業
員
と
住
居
の
一

部
を
作
業
場
に
し
た
程
度
の

家
内
工
業
だ
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
煙
草
職
工
な
ど
の

賃
金
水
準
は
ど
う
だ
っ

た
か
。

ま
ず
、

煙
草
職
工
に
つ

い

て
み
る
と
、

明
治
前
期
末
に
お
い

て
一

〇
銭
を
多
少
上

回
る
水
準
に

と
ど
ま
っ

て

い

た
。

職
工
の

男
女
構
成
は
、

前
述
の

よ
う
に

女
子
比
率
が
七
〇
㌫
ほ
ど
だ
か
ら
、

女
工
の

賃
金
は
こ

の

平
均
水
準
を
も

下
回
っ

て

い

た
に

相
違
な
い
。

そ
し
て
、

家
内
工
業
の

女
子
従
事
者
と
と
も
に
、

図
二

－

八
に

示
し
た
農
作
女
子
の

日

給
と
同
水
準
に

あ
っ

た
に

ち

が
い

な
い
。

こ

れ
に
た
い

し
、

煙
草
刻
み
職
人
の

賃
金
は
、

図
二

－

八
の

と
お
り
二

五

銭
前
後
の

水
準
に

あ
り
、

農
作
男
子
の

賃
金
よ
り
は
高
か
っ
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た
が
、

労
働
力
の

需
給
状
況
い

か
ん
で
は
日

雇
人
足
の

賃
金
を
下
回

る
こ

と
も
あ
る
程
度
の

水
準
で

し
か
な
か
っ

た
。

同
じ
職
人
と
は
い

え
、

在
来
の

大
工
や
新
興
の

洋
服
仕
立
職
人
な
ど
に
比
較
す
れ
ば
、

は
る
か
に

低
水
準
に

位
置
づ

け
ら
れ
て
い

る
の

で

あ
る
。

そ
こ

に
、

労
働
負
荷
も
小
さ
く
、

か
つ

需
要
が
縮
小
し
つ

つ

あ
っ

た
旧
型
職
人

の

労
働
市
場
に
お
け
る
地
位
を
認
め
る
こ

と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

再
製
茶
工

場

の

労

働

者

つ

づ

い

て
、

こ

の

時
期
の

神
奈
川
県
に
お
け
る
特

殊
な
労
働
市
場
と
し
て
、

外
国
商
館
が
経
営
し
て

い

た
再
製
茶
マ

ニ

ュ

フ

ァ

ク
チ
ュ

ア

に
つ

い

て
み
て
お
こ

う
。

そ
れ

に
つ

い

て
は
、

前
掲
『
神
奈
川
県
労
働
運
動
史
』
戦
前
編
で

も
記
述

さ
れ
て

い

る
が
、

と
く
に

次
の

諸
点
が
重
要
だ
っ

た
。

ま
ず
、

茶
は

生
糸
に

次
ぐ
輸
出
品
と
な
っ

た
が
、

乾
燥
不
十
分
な
粗
製
茶
の

輸
出

品
と
し
て

の

仕
上
げ
が
香
港
や
上
海
に

代
わ
っ

て

横
浜
で
お
こ

な
わ

れ
る
こ

と
に
な
り
、

そ
の

経
営
が
輸
出
を
支
配
し
て
い

た
外
国
商
館

に
よ
っ

て
お
こ

な
わ
れ
た
の

で

あ
る
。

そ
う
し
た
商
館
の

加
工

場

が
、

す
で

に
一

八
七
三

年
に

は
山
下
町
一

帯
に
一

五
工

場
も
立
ち
並

び
、

最
盛
期
の

明
治
中
期
に

は
二

二
、

三

を
数
え
た
。

茶
輸
出
に

あ

図2－8　職業別1日当たり賃銭の推移（中等級）

注　『神奈川県統計書』より作成。1888年以前は高座郡，1892年以降は神奈川の数字，うち洋

服仕立職のみ小田原の数字。
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